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資料２兵庫県の空家活用特区制度

○空家等活用促進特別区域(特区)として指定したい区域を、地域の方と相談の上で
市町が申出し、県が指定。
○特区に指定されると、
・特区内の空家の所有者は市町に対して空家情報を届出（義務）
・宅建団体、NPO 法人等の市町連携団体が活用の相談対応やサポートを実施
・市街化調整区域の住宅の新築やカフェ等への用途変更が円滑化、重点整備地区
における接道要件を緩和、重点整備道路における通行上の支障物件の設置を制限
・空家や古民家の改修費用等への補助の充実（一般地域より約10％アップ）
により空家を活用を促進。

【令和５年３月３１日に２地区を指定】
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※｢農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律｣(令和5年4月1日施行)により農地法の農地の権利の取得の際の面積要件は廃止

（※）

資料４－１
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資料４－２

【宍粟市における農地付き空き家の事例】

【宍粟市における空き家バンク利用登録者の状況】


